
 

上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備に係る 

有価証券上場規程等の一部改正について 

 

２０２０年２月５日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ 改正趣旨 

当取引所は、有価証券上場規程等の一部改正を行い、本年２月７日から施行します（詳細につ

いては規則改正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、上場子会社における独立した意思決定を確保し、少数株主の利益を保護するた

めに、独立役員の独立性基準を見直すとともに、上場子会社を有する場合におけるグループ経営

の考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性

確保に関する方策の開示の充実を図るものです。 

あわせて、マザーズ及びＪＡＳＤＡＱにおける上場廃止基準の見直しや、一部指定及び市場変

更等に係る取扱いの見直しなど、所要の制度整備を行います。 

 

Ⅱ 改正概要 （備  考） 

１． 上場子会社のガバナンス向上等  

（１）独立役員の独立性基準の強化 

・ 独立役員の独立性に係る判断基準に、過去１０年以内に親

会社又は兄弟会社に所属していた者でない旨を追加する

ものとします。 

 

 

・上場管理等に関するガイドライ

ンⅢ５． 

（２）グループ経営の考え方等の開示の充実 

・ 上場子会社を有する上場会社は、グループ経営に関する考

え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意義及び上

場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策な

どを、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において

開示するものとします。 

 

 

・有価証券上場規程施行規則（以

下「施行規則」という。）第２１

１条第４項第１号等 

２．マザーズ及びＪＡＳＤＡＱにおける上場廃止基準の見直し  

（１）マザーズ上場会社の売上高に関する上場廃止基準の見直

し 

・ 最近１年間の売上高が１億円未満となった場合において、

「新規上場から１０年を経過した場合の市場選択時にお

けるマザーズへの継続上場に係る要件」に適合していると

 

 

・有価証券上場規程（以下「規程」

という。）第６０３条第１項第４

号等 



 

きには上場を維持するものとします。 

 

（２）ＪＡＳＤＡＱ上場会社の業績等に関する上場廃止基準の

見直し 

・ 業績又は利益計上に関する上場廃止基準に抵触した場合で

あっても、新規上場審査基準に準じた基準に適合している

ときには上場を維持するものとします。 

 

 

 

・規程第６０４条の２第１項第２

号、同第６０４条の４第１項第

３号等 

３．一部指定、市場変更等に係る取扱い等の見直し  

（１）申請書類に重大な虚偽があった場合の指定替え又は市場

変更の実施 

・ 当取引所は、過去に一部指定又は市場変更を受けた上場会

社において、一部指定申請時又は市場変更申請時の申請書

類に虚偽の記載があり、一部指定又は市場変更に係る基準

に適合していなかったことが明らかになった場合は、申請

前の市場への指定替え又は市場変更を行うものとします。 

 

 

 

・規程第３１５条の８等 

（２）虚偽記載又は不適正意見等に関する形式基準の共通化 

・ 市場第二部の上場会社が一部指定の申請を行う場合の虚偽

記載又は不適正意見等がないことを求める期間について、

マザーズ又はＪＡＳＤＡＱの上場会社が市場変更の申請

を行う場合と共通化します。 

 

 

・規程第３０８条第７号等 

（３）過去の実効性確保措置の状況を踏まえた審査 

・ 当取引所は、最近５年間に特設注意市場銘柄の指定を行っ

た上場会社又は改善報告書の提出を求めた上場会社が、一

部指定又は市場変更に係る申請を行った場合には、それら

の実効性確保措置に関連して策定された改善措置が適切

に履行されているかについて審査を行うものとします。 

 

 

・上場審査等に関するガイドライ

ンⅣ１．及び２． 

（４）上場契約違約金の額の算出方法の見直し 

・ 上場契約違約金の額を算出する際に基準となる上場時価総

額について、上場契約違約金の徴求の対象となる規則違反

に関する事項について上場会社が情報開示を最初に行っ

た日の前日の最終価格と直前の月末の上場内国株券等の

数を用いて計算するものとします。 

 

 

・施行規則第５０４条第１号 



 

 

Ⅲ 施行日 

 本年２月７日から施行します。 

 １．（１）に関しては、２０２０年３月３１日以後に終了する事業年度に係る定時株主総

会の日の翌日から適用します。 

 １．（２）に関しては、２０２０年３月３１日以後に終了する事業年度に係る定時株主総

会後に提出するコーポレート・ガバナンスに関する報告書から適用します。 

 ２．（１）に関しては、施行日から１年を経過する日より前に直前事業年度の決算の内容

を開示する会社は、施行日から１年を経過する日まで書面の提出期限を延長することと

します。 

 ２．（２）に関しては、施行日から１年を経過する日より前に最近４事業年度に係る営業

利益及び営業キャッシュフローが負となった場合等の翌事業年度が開始する会社は、当

該基準中「１年以内」とあるのは「２年以内」と読み替えることとします。 

 ３．（１）に関しては、施行日以後に一部指定又は市場変更に係る承認を受けた会社から

適用します。 

 ３．（４）に関しては、施行日以後に行われた行為によって、上場契約違約金を徴求する

場合から適用します。 

 

以 上 

４．その他  

・ その他所要の改正を行います。  


